
36
協
定
の
問
題

は
、
こ
の
間
、
何

度
と
な
く
勤
務
指

定
と
な
る
25

日
を

前
後
に
し
て
締
結

と
な
っ
て
い
た
。

国
労
東
日
本
は

前
日
の
24

日
に
会

社
に
対
し
て
職
場

が
混
乱
し
な
い
よ

う
に
、
社
員
の
生

活
設
計
を
最
優
先

に
年
次
有
給
休
暇

を
保
留
扱
い
に
し
な
い
。

締
結
が
さ
れ
な
い
場
合
、
業

務
に
支
障
・
混
乱
が
な
い
よ
う

に
要
請
し
た
。

会
社
は
職
場
が
混
乱
し
な
い

よ
う
に
努
力
す
る
と
回
答
を
し

た
。し

か
し
、
25
日
の
勤
務
公
表

を
保
留
扱
い
に
し
て
29
日
に
締

結
し
た
。

過
去
に
は
25
日
の
23
時
59
分

に
締
結
し
た
。
勤
務
公
表
が
25

日
の
23
時
59
分
で
あ
れ
ば
良
い

の
か
。
25
日
の
勤
務
公
表
の
扱

い
も
問
題
で
す
。

東
労
組
の
今
回
の
締
結
は
４

月
30
日
ま
で
の
３
か
月
で
す
。

国
労
は
昨
年
か
ら
１
年
締
結
で

同
じ
４
月
30
日
で
す
。

今
回
、
職
場
で
の
問
題
が
あ

れ
ば
報
告
を
お
願
い
し
次
回
に

生
か
し
た
い
。
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仲
間
の
信
頼

力
に
変
え
て

さ
あ
踏
み
だ
そ
う

組
織
の
拡
大
へ

Ｊ
Ｒ
東
日
本
と
Ｊ
Ｒ
東
労
組
は
、
労
働
基
準
法

第
36
条
１
項
の
規
程
に
基
づ
く
時
間
外
及
び
公
休

日
の
労
働
に
関
す
る
協
定
が
、
１
月
末
の
期
限
を

迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
。

１
月
25
日
の
勤
務
指
定
日
を
超
え
て
職
場
が
混

乱
し
、
１
月
29
日
に
締
結
し
た
。

３６協定について その１

労働基準法第36条
労働者は法定労働時間（１日８時間、１週４０時間）を超えて労働させる場
合や休日労働させる場合にはあらかじめ労働組合と使用者で書面による協定
を締結しなければならない。

この協定を36協定という。

会社が労働時間以上の残業や法定休日出勤を従業員に課す場合は時間外労働
・休日労働に関する協定書を締結し36協定届を労働基準監督署に届ける。

労働基準監督署に届けず、従業員を時間外労働をさせた場合は労働基準法違
反となり罰せられる。
現状としては、突発的な場合は罰則の適用にはならない。是正勧告が続く

と罰則の適用となる。

第
１
７
３
回
拡
大
地
方
委
員
会

３
月
10
日

10
時
～

い
わ
き
市
労
働
福
祉
会
館


